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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月30日(2017.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経口抗寄生虫組成物であって、
　ｉ）下記（ａ）～（ｆ）の少なくとも１つを含む精油：
　（ａ）ガンマ－テルピネン；
　（ｂ）カルバクロール；
　（ｃ）チモール；
　（ｄ）テルピネオール；
　（ｅ）ユーカリプトール；および
　（ｆ）オイゲノール
　ｉｉ）シナモマム属（Ｃｉｎｎａｍｏｍｕｍ）、ユーゲニア属（Ｅｕｇｅｎｉａ）、ま
たはユーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）由来の精油；および
　ｉｉｉ）サポニン源
のうちの少なくとも２つを含み、
　液体、タブレット、または食品の形態である、経口抗寄生虫組成物。
【請求項２】
　ｉ）下記（ａ）～（ｆ）の少なくとも１つを含む第１の精油：
　（ａ）ガンマ－テルピネン；
　（ｂ）カルバクロール；
　（ｃ）チモール；
　（ｄ）テルピネオール；
　（ｅ）ユーカリプトール；および
　（ｆ）オイゲノール
および
　ｉｉ）シナモマム属（Ｃｉｎｎａｍｏｍｕｍ）、ユーゲニア属（Ｅｕｇｅｎｉａ）、ま
たはユーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）由来の第２の精油
を含む、請求項１記載の経口抗寄生虫組成物。
【請求項３】
　前記第１の精油が、キダチハッカ属（Ｓａｔｕｒｅｊａ）、イブキジャコウソウ属（Ｔ
ｈｙｍｕｓ）、トラキスペルマム属（Ｔｒａｃｈｙｓｐｅｒｍｕｍ）、オレガノ属（Ｏｒ
ｉｇａｎｕｍ）、またはコバノブラシノキ属（Ｍｅｌａｌｅｕｃａ）に由来する、請求項
１または２記載の組成物。
【請求項４】
　シナモマム属（Ｃｉｎｎａｍｏｍｕｍ）、ユーゲニア属（Ｅｕｇｅｎｉａ）、またはユ
ーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）由来の１つ以上の精油を含む、請求項１記載の組成物
。
【請求項５】
　サポニン源を含み、該サポニン源がステロイドサポゲニンを含む、請求項１記載の組成
物。
【請求項６】
　５％～１５％の水分を含む食品である、請求項１記載の組成物。
【請求項７】
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　７０％～９０％の水分を含む食品である、請求項１記載の組成物。
【請求項８】
　アピコンプレックス門由来またはコノイダシダ綱由来の寄生虫に対して抗寄生虫性であ
る、請求項１記載の組成物。
【請求項９】
　ネオスポラ・カニナム（Ｎｅｏｓｐｏｒａ　ｃａｎｉｎｕｍ）またはトキソプラズマ・
ゴンディ（Ｔｏｘｏｐｌａｓｍａ　ｇｏｎｄｉｉ）に対して抗寄生虫性である、請求項８
記載の組成物。
【請求項１０】
　動物（ヒトを除く）において寄生虫感染症を予防または処置する方法であって、
（ｉ）下記（ａ）～（ｅ）の１つ以上を含む精油：
　（ａ）ガンマ－テルピネン；
　（ｂ）カルバクロール；
　（ｃ）チモール；
　（ｄ）テルピネオール；および
　（ｅ）ユーカリプトール；
（ｉｉ）シナモマム属（Ｃｉｎｎａｍｏｍｕｍ）、ユーゲニア属（Ｅｕｇｅｎｉａ）、ま
たはユーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）由来の精油；および
（ｉｉｉ）サポニン源
のうちの２つ以上を含む組成物を、前記動物に経口投与することを含む、方法。
【請求項１１】
　２つ以上の精油を含み、該精油が、シナモマム属（Ｃｉｎｎａｍｏｍｕｍ）、ユーゲニ
ア属（Ｅｕｇｅｎｉａ）、キダチハッカ属（Ｓａｔｕｒｅｊａ）、イブキジャコウソウ属
（Ｔｈｙｍｕｓ）、トラキスペルマム属（Ｔｒａｃｈｙｓｐｅｒｍｕｍ）、オレガノ属（
ｏｒｉｇａｎｕｍ）、ユーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）、およびコバノブラシノキ属
（Ｍｅｌａｌｅｕｃａ）由来の精油から選択される、抗寄生虫組成物。
【請求項１２】
　前記食品が、１０～４０％のタンパク質および５～４０％の脂肪を含む、請求項６記載
の組成物。
【請求項１３】
　前記食品がビスケットの形態である、請求項１２記載の組成物。
【請求項１４】
　液体の形態である、請求項１記載の組成物。
【請求項１５】
　タブレットの形態である、請求項１記載の組成物。
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